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７６ 課保 健 福 祉３

【問合先】りふれ保健係（☎82-5555）

担当者
担当地区

保健師 栄養士

鈴木 深雪

古田 　麻

田村 　彩

小島 詩織

12 区、15 区、16 区、銀座区、旭町区

片桐 恵実 20 区、21 区、22 区、23 区、錦町区

池川 綾花 １区、２区、３区、４区、５区、７区、北市区、栄町区、東町区

松尾 美里 ６区、８区、９区、10 区、11 区、13 区、14 区、中央区、曙町区、あかね町区

正岡 由起乃 25 区、26 区、27 区、28 区、29 区、30 区、本町区、宮下区

髙橋 里美 17 区、18 区、19 区、24 区、31 区、しらかば区、西町区

三木 まどか 12 区、24 区、旭町区（成人担当）

９価ＨＰＶワクチンが

定期接種になりました

令和５年度 各地区の担当保健師・栄養士の紹介

　子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）は、２価・４価ワクチンで定期接種を行っていましたが、令和

５年４月１日から９価ワクチンも公費で接種できるようになりました。

　ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染を予防する９価ワクチンは、子宮頸がんの発生に関連するＨＰＶの

うち、９種類の遺伝子型を標的としており、子宮頸がん及びその前がん病変の罹患率の減少、子宮頸がんの死

亡率の減少が期待されます。

【対象者】

（後列左から） 松尾　池川　田村　鈴木　小島

（前列左から） 片桐　正岡　髙橋　古田　三木

　皆さんが心身ともに健康な日々を

過ごせるよう、地区担当の保健師・

栄養士がサポートします。

　困りごとや心配なことがあれば、

いつでもご相談ください。

◆ 定期接種：小学６年生～高校１年生の年齢に相当する女子
◆ キャッチアップ接種：平成９年４月２日～平成19年４月１日生まれの女性

※令和５年度は中学１年生を勧奨の対象として予診票を送付しています。

※ 昨年度までに通知されている方も９価ワクチンで接種できますので、予診票はそのまま使用してください。

＼ 包括支援センターの活動の一部を紹介します ／

　高齢者や障がいのある方を自宅で介護してい

る方が、同じ立場の方たちと交流し、介護のヒン

トを得たり心身のリフレッシュを図ることを目

的に開催しています。

【日　時】毎月第３月曜日　13時30分～14時30分

【場　所】りふれ２階研修室

マオイ介護者家族のつどい

【問合先】「りふれ」内地域包括支援センター（☎82-5051）

※17時15分～翌朝８時30分は電話対応

長沼町地域包括支援センター通信 No.152

長沼町地域包括支援センターとは？

　介護・生活・健康のこと、不安、悩み…

一人で抱え込んでいませんか？

　包括支援センターは高齢者（65歳以上）の

総合相談窓口です。

（後列左から） 簗田　小島　水口

（前列左から） 久保　吉田　清野　清水

　認知症高齢者や障がい者、児童が行方不明に

なった場合、栗山警察署や南空知消防組合、見守

りなどに協力する関係機関と連携して早期発見

に努めています。行方不明になるおそれがある

家族がいる場合は、事前に登録できますのでご相

談ください。

ＳＯＳネットワーク事業

　認知症について正しい知識を学ぶ講座です。

認知症について正しく知っている人が地域に増

えることは、認知症になっても安心して生活する

地域づくりにつながります。受講者には、認知症

サポーターの証として「認知症サポーターカード」

をお渡しします。

認知症サポーター養成講座

　まおい99カードは、急な体調不良などにより救

急車を呼ぶときに、スムーズに119番通報ができ、

駆け付けた救急隊員が適切な処置や搬送に結び

付けられるための救急時のメッセージカードです。

初めて利用する方、内容が古くなったので新しい

ものに取り換えたい方に無料で配布しています。

まおい 99カード

　介護保険を申請したい方、申請を勧められた方、

介護保険サービスについて知りたい方はご相談くだ

さい。電話や来所、訪問などで相談にのっています。

介護保険の相談

　介護保険の要支援１・２の方、事業対象者の方を

対象としたケアマネジメントです。サービス利用の

ためのケアプラン作成や連絡調整、定期的なモニタ

リングをしながら利用者の相談にのっています。

介護予防ケアマネジメント

出前講座

　「高齢者の権利と利益を守ろう」、「介護予防で

生涯現役！」、「認知症を学び地域で支えよう」、「腰

や膝を守る筋力トレーニング」、「簡単イス体操で

脳トレ運動」を行っています。

成年後見制度の相談

　社会福祉士による成年後見制度相談です。成年

後見制度について知りたい方はご連絡ください。

【日　時】毎月第３木曜日　８時30分～17時15分　

　　　※上記以外でも日程を調整できます。


